
学校運営協議会について 

令和４年９月 28日  

副校長  

１ はじめに 

〈背景〉 

文部科学省による法律の改正（学校運営協議会の設置の努力義務化）、新学習指導要領に

おける「社会に開かれた教育課程」の提示等の流れの中、道教委が学校運営協議会の設置を

促進する施策を展開しています。学校運営協議会を設置している学校のことをＣＳ（コミュ

ニティ・スクール）と言います。 

 〈役割〉 

学校運営協議会の主な役割について、法律上は校長や教育委員会に意見を述べるように示

されていますが、学校と地域の方々が力を合わせることが目的ですので、まずは学校教育目

標や教育課程について共通理解を図ることから始まります。その上で、学校の教育活動を充

実させていくために、地域の方々とどのように連携・協力していくのかを話し合い、実現に

向けた計画を立て、地域の方々と一緒に取組を進めていくことになります。 

これまでの学校評議員会は学校の取組を地域の目で評価していただくものでしたが、学校

運営協議会の委員の方は、学校運営における地域のパートナーであり協力者という立場で参

加していただくもので、本校にとって有意義な取組になると期待しています。 

【校長通信「探究」第７号（令和４年３月 16日発行）より抜粋】 

 

２ 設置理由（学校運営協議会設置申請書より抜粋） 

本校は北海道で初めての肢体不自由特別支援

学校であり、肢体不自由教育の中心校として情

報発信や専門性の向上に寄与してきました。 

  昨年度、開校 60 周年を迎えるとともに、今

年度は「新たな学びの文化の構築を目指す」こと

を今年度の重点に据え、新たな時代に向けた組

織構造・学校文化を見直すとともに、カリキュラ

ム・マネジメントによる教育課程の最適化に取

り組んでいます。 

本校は、地域とのつながりを広げるとともに

児童生徒の社会参加に向けた取組を進めてきました。児童生徒が地域を意識・理解し、地域貢

献や余暇活動のさらなる充実を図るためには、保護者や地域の方々による学校運営への参画が

必要であると考えます。 

  また、肢体不自由教育における専門性を一層充実させるために、医療・療育・福祉との連携

及び協働は欠かせないものとなっています。 

共生社会の実現に向けた今後の教育活動のさらなる充実を目指し、感染症対策、ＩＣＴの活

用、働き方改革の推進等の様々な取組を発展・充実させるためには、地域・医療・療育・福祉と

の関係をさらに深化させ、地域連携及び協働体制の構築が重要であると考えています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北海道通信第 12151号（令和４年４月６日発行）より抜粋】 

 

３ 年間の流れ（予定） 

時期 学校運営協議会 

７月 
→９月 

■第１回学校運営協議会 
○学校運営協議会について（目的、内容等） 
○学校運営について 
・学校運営に関する基本方針の説明及び承認 

○本校の教育活動について 
・学校の沿革、これまでの取組及び今年度の計画 
・校内の見学 

11月 

■第２回学校運営協議会 
○学校運営状況の説明と協議 
・地域資源を活用した教育活動の実施の説明 
・危機管理体制の構築に向けた協議 
・中間反省の報告と後期の方向性の説明 
・学校評価に関する協議 

２月 

■第３回学校運営協議会 
○学校運営状況の説明と協議 
・年度末反省及び学校評価に関する協議 
・次年度の経営方針及び重点等の案について説明 

 

４ 学校運営協議会委員 

 氏 名 勤務先・職名等 区 分 

１ 北條 俊介 
北海道真駒内養護学校 
PTA 会長 

設置学校に在籍する児童生徒の保護者 

２ 渡邊 一雄 真駒内東町町内会 会長 設置学校の所在する地域の住民 

３ 山名 常二 
澄川第九町内会 会長 
精進川美化・緑化の会 会長 

設置学校の所在する地域の住民 

４ 菊地 ひとみ 
社会福祉法人 
札幌肢体不自由福祉会施設長 

設置学校の運営に資する活動を行う者 

５ 戸倉 聡 
日之出歯科真駒内診療所 
会長・診療部長 

設置学校の運営に資する活動を行う者 

６ 高橋 和明 札幌大学教養学系 教授 学識経験者 

７ 上林 宏文 北海道真駒内養護学校 校長 設置学校の校長及び教職員 
８ 近藤 正臣 北海道真駒内養護学校 副校長 設置学校の校長及び教職員 

９ 越田 淳 北海道真駒内養護学校 教頭 設置学校の校長及び教職員 
10 橋本 雅志 北海道真駒内養護学校 事務長 設置学校の校長及び教職員 

11 寺尾 瑞穂 北海道真駒内養護学校 教諭 設置学校の校長及び教職員 

 


